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川崎市消防吏員服制等に関する規程の一部を改正する訓令 

川崎市消防吏員服制等に関する規程（平成１３年消防局訓令第７号）の一

部を次のように改正する。  

 別表第１中  

「  

冬 

航空服 

色及び地質  盛夏航空帽と同様とする。  

背面上部に「川崎市消防局」、その下段に「ＫＡＷＡＳ

ＡＫＩ ＣＩＴＹ Ｆ．Ｄ．」と黒色で表示する。  

制式  形状  

               

標識  台地は地質と同様とし、「川崎市消防局」と紺色で刺繍、

右胸ポケット上部に面ファスナー留めで付ける。  

航空徽章  台地は黒色とし、市章を青色で刺繍した中央にアゼリ

アの花を配し、その左右には翼を金色で刺繍、左胸ポ

ケット上部に面ファスナー留めで付ける。  

      

盛 夏 色及び地質  冬航空服と同様とする。 



航空服 制式  形状  

               

標識  冬航空服と同様とする。  

航空徽章  冬航空服と同様とする。  

航 空 

整備服 

色及び地質  冬航空服と同様とする。  

制式  形状  

    

標識  冬航空服と同様とする。  

航空徽章  冬航空服と同様とする。  

」  

を  

「  

冬 

航空服 

色及び地質  オレンジ色の合成繊維の織物とする。  

背面上部に「川崎市消防局」、その下段に「ＫＡＷＡＳ

ＡＫＩ ＣＩＴＹ Ｆ．Ｄ．」と黒色で表示する。  

制式  形状  

                   



標識  台地は地質と同様とし、「川崎市消防局」と紺色で刺繍、

右胸ポケット上部に面ファスナー留めで付ける。  

航空徽章  台地は黒色とし、市章を青色で刺繍した中央にアゼリ

アの花を配し、その左右には翼を金色で刺繍、左胸ポ

ケット上部に面ファスナー留めで付ける。  

      

盛 夏 

航空服 

色及び地質  冬航空服と同様とする。 

制式  形状  

                   

標識  冬航空服と同様とする。  

航空徽章  冬航空服と同様とする。  

航 空 

整備服 

色及び地質  冬航空服と同様とする。  

制式  形状  

        

標識  冬航空服と同様とする。  

航空徽章  冬航空服と同様とする。  

」  



に、  

「  

航 空 

バンド 

色及び地質  冬航空服と類似色の合成繊維とし、消防章を付した銀

色前金具をつける。  

制式  活動バンドと同様とする。  

」  

を  

「  

航 空 

バンド 

色及び地質  冬航空服と類似色の合成繊維とする。  

制式  

 

」  

に、  

「  

雨 衣 色及び地質  黄色の防水布とする。  

右胸部に「川崎市消防局」、背面上部に「川崎市消防

局」、その下段に「ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＣＩＴＹ Ｆ．

Ｄ．」と黒色で表示する。  



制式  
    

      

」  

を  

「  

雨 衣 色及び地質  オレンジ色の防水布とする。  

右胸部に「川崎市消防局」、背面上部に「川崎市消防

局」、その下段に「ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＣＩＴＹ Ｆ．

Ｄ．」と紺色で表示する。  

制式  

 



」  

に改める。  

附 則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。  


